
- 1 - 

決 定 要 旨 

被 審 人（住所）千葉県 

（氏名）Ａ 

上記被審人に対する平成３０年度（判）第１５号金融商品取引法違反審判事件に

ついて、金融商品取引法（以下「法」という。）第１８５条の６の規定により審判

長審判官山下真、審判官城處琢也、同中馬慎子から提出された決定案に基づき、法

第１８５条の７第１項の規定により、下記のとおり決定する。 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

 納付すべき課徴金の額 金１１３万円 

 課徴金の納付期限   ２０１９年５月２７日 

２ 事実及び理由 

別紙のとおり 

平成３１年３月２５日 

金融庁長官 遠藤 俊英 
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別 紙 

（課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実（以下「違反事実」とい

う。）） 

被審人は、フランチャイズチェーンシステムによるコンビニエンスストア等の経

営に関する事業等を目的とする株式会社ローソン（以下「ローソン」という。）の

社員としてＢ部に勤務していたが、Ｂ部の社員であるＣから、コンビニエンススト

アの経営等を目的とし、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部に上場され

ている株式会社スリーエフ（以下「スリーエフ」という。）の業務執行を決定する

機関が会社の分割を行うことについての決定をした旨の重要事実（以下「本件重要

事実」という。）の伝達を、遅くとも平成２９年１月２６日午前９時４６分頃まで

に受けながら、法定の除外事由がないのに、本件重要事実の公表がされた平成２９

年４月１２日より前の同年１月２６日午前１０時２９分から同年４月４日までの間、

Ｄ証券株式会社を介し、東京都中央区日本橋兜町２番１号所在の株式会社東京証券

取引所において、自己の計算において、スリーエフ株式合計６７００株を買付価額

合計２０２万５０００円で買い付けたものである。 

本件重要事実は、スリーエフと事業統合契約の締結の交渉をしていたローソンの

Ｅ部社員であるＦが同契約の締結の交渉に関し知り、その後、同社のＣがその職務

に関し知ったものである。 

（違反事実認定の補足説明） 

被審人は、課徴金に係る法第１７８条第１項第１６号に掲げる事実のうち、Ｃか

ら本件重要事実の伝達を受けたことはない旨を記載した答弁書及び上申書を提出し

ている（一方で、被審人は、同答弁書及び同上申書において、応諾する旨も記載し

ている）。なお、違反事実のその他の部分については、被審人は積極的に争ってお

らず、関係各証拠によればそのとおり認められる。 

被審人がＣから本件重要事実の伝達を受けたことについても、関係各証拠によれ

ば、以下のとおり認められる。 
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すなわち、ローソンにおいて、平成２９年１月２６日午前８時より、本件重要事

実に係るスリーエフの会社分割に関連したキックオフミーティング（以下「本件ミ

ーティング」という。）が行われたところ、Ｃは、同月２０日までに職務に関し本

件重要事実を知った上で、同月２６日午前８時前頃、被審人に対し、「今日は社長

が、スリーエフの件で、午前８時からのキックオフミーティングに出席する（略）」

などと述べた可能性を否定しない旨供述している。 

一方、Ｃのほかに、本件ミーティングの出席依頼を受けるなどして本件重要事実

を職務に関し知った者で、被審人に対し、本件ミーティングの存在を含め、本件重

要事実を伝達した可能性を述べる者は証拠上見当たらない。 

なお、Ｃは、（略）であり、本件重要事実につき本件ミーティングの案内メール

をＦから受信していたところ、Ｆは、ローソンとスリーエフの契約についてインサ

イダー情報に該当するという認識があったため、同契約について不必要な場面で話

を出したことはなく、被審人の前でスリーエフの件について話が出たことはないと

思う旨供述している。 

そして、平成２８年４月頃にも、スリーエフのコンビニエンスストア事業の一部

を会社分割の方法によりローソンに承継することとして、本件同様、スリーエフの

店舗を「ローソン・スリーエフ」ブランドへと転換するいわゆる看板替えが行われ

ていたところ、この看板替えについて、被審人も内容を知っていたことなどからす

れば、被審人において、必ずしも本件重要事実の詳細についてＣが発言していない

としても、スリーエフの店舗の看板替えが進むことを認識することができたのであ

って、本件重要事実の重要部分にかかる事実の認識がなされたものと認めることが

可能である。 

これに加えて、被審人が、平成２９年１月２６日午前９時４６分頃から午前９時

４９分頃の数分間にかけて、６銘柄の株式を売り付けた一方、同日午前９時５４分

頃、突如、それまで売買をしたことがなかったスリーエフ株式５２００株の買い注

文を発注し、同日午前１０時２９分頃、買付価額合計１５６万７５００円で約定さ
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せ（しかも被審人は同日午前１０時２９分頃、買い注文の指値を当初の３００円か

ら３０３円に変更しており、確実に購入しようという意図が認められる。）、同年

４月３日及び同月４日にもさらに買い増したという売買態様からすれば、同年１月

２６日午前８時前頃、Ｃから被審人に対する本件ミーティングに関する発言があっ

た際に、被審人が、本件重要事実の伝達を受けたことが推認され、関係各証拠を十

分に検討しても、この推認を覆すに足りる事情は認められない。 

以上からすれば、本件違反事実に掲げたとおりの事実が認められる。 

（法令の適用） 

法第１７５条第１項第２号、第１６６条第３項前段、第１項第５号、第４号、第

２項第１号ル、第１７６条第２項 

（課徴金の計算の基礎） 

１ 法第１７５条第１項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、

業務等に関する重要事実の公表がされた後２週間における最も高い価格（472

円）に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付け

をした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。 

（472円×6,700株） 

－（301円×2,900株＋302円×2,300株＋304円×600株＋305円×700株＋ 

308円×200株） 

＝1,137,400円 

２ 法第１７６条第２項の規定により、上記１で計算した額の１万円未満の端数

を切捨て、1,130,000円となる。 


